
辛
亥
革
命
後
、

奮
奉
天
省
に
お
け
る
官
地
の
梯
い
下
げ

|
|
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
場
合
ー
ー
ー

j工

夏

由

樹

一

は

じ

め

に

ニ
奉
天
・
撫
順
の
有
力
者
で
あ
る
張
家
に
つ
い
て

三
「
官
地
情
丈
局
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
加
及
丈
放
章
程
布
告
民
園
五
年
十
月
」
と
い
う
史
料
に
つ
い
て

ハ
1
)

奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
、
及
び
、
奉
天
省
公
署
の
稽
案
史
料
に
つ
い
て

(

2

)

昭
陵
客
柴
官
旬
地
に
つ
い
て

(

3

)

「
丈
放
三
陵
客
柴
官
匂
地
畝
朋
及
丈
放
章
程
布
告
」
に
つ
い
て

四
張
家
と
昭
陵
客
柴
官
旬
地

(
1
〉
昭
陵
客
柴
官
旬
地
と
一
一
一
陵
批
丁

(
2
〉
張
家
と
昭
陵
客
柴
官
旬
地

(

3

)

昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
日
本
人
へ
の
「
押
輿
」

五
結
び
に
代
え
て

-103ー

は

じ

め

Uこ
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清
初
以
来
、
奮
奉
天
省
の
地
に
は
内
務
府
官
荘
、
盛
京
戸
部
官
荘
、
盛
京
躍
部
官
荘
な
ど
の
各
種
官
荘
、
三
陵
(
永
陵
、
一
幅
陵
、
昭
陵
)
附
属

地
、
王
公
府
荘
園
、
職
固
な
ど
が
贋
く
設
け
ら
れ
て
い
た
l

こ
れ
ら
の
土
地
は
、
旗
地
を
含
め
、
後
に
「
官
地
」
、
「
官
田
」
と
線
稽
さ
れ
た
。



480 

(

1

)

 

例
え
ば
、
光
緒
年
問
、
こ
れ
ら
官
地
の
面
積
は
登
録
さ
れ
て
い
た
奉
天
省
耕
地
面
積
の
七
割
以
上
を
占
め
て
い
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
清
末

「民
有
地
」
と
し
て
再
編
さ
れ
て
い
司
た
。
奮
官
地
の
整
理
は
張
作
寡
政
権
時

(
2
)
 

代
に
大
規
模
に
進
め
ら
れ
、
そ
の
事
業
は
「
満
洲
園
」
の
時
代
ま
で
に
は
概
ね
完
了
し
て
い
た
と
い
う。

で
は
、
官
地
の
民
有
地
化
は
貫
際
に

如
何
に
進
め
ら
れ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
筆
者
が
問
題
と
す
る
貼
は
、
嘗
官
地
が
民
有
地
化

さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
そ
の
土
地
の
業
主
権
を
獲
得
し
、
新
た
に
そ
の
地
主
と
な
っ
て
い
司
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
降
、
こ
う
し
た
官
地
は
相
衣
い
で
民
聞
に
排
い
下
げ
ら
れ
、

清
末
以
降
、
奉
天
省
で
は
在
地
勢
力
の
撞
頭
が
願
著
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
一
部
は
満
洲
園
の
時
代
に

い
た
る
ま
で
こ
の
地
域
の
地
方
政
界
の
な

(

3

)

 

か
で
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
在
地
勢
力
の
中
極
を
形
成
し
た
集
園
の
な
か
に
、
清
末
以
降
、
奮
官
地
の
業
主
権

を
獲
得
し
、
有
力
な
大
地
主
と
な
っ
て
い
?
た
と
考
え
ら
れ
る
人
々
の
一
群
が
い
た
の
で
あ
る
。
清
末
以
降
に
お
け
る
官
地
の
民
有
地
化
と
い

う
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
、
近
代
の
奉
天
省
祉
舎
を
そ
の
内
側
か
ら
考
察
し
て
い
く
う
え
で
極
め
て
興
味
あ
る
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

-104一

各
種
官
荘
地
、
三
陵
附
属
地
な
ど
が
民
聞
に
排
い
下
げ
ら
れ
る
際
、
そ
の
排
い
下
げ
を
受
け
る
優
先
権
は
原
則
的
に
そ
の
土
地
を
代
々
に
わ

た
っ

て
管
理
し
て
き
た
各
官
荘
の
荘
頭
、
三
陵
所
属
の
官
兵

・
千
丁
な
ど
に
興
え
ら
れ
た
。
清
朝
の
時
代
、
官
荘
荘
頭
や
三
陵
所
属
の
官
兵
・

千
丁
は
旗
籍
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
属
す
る
内
務
府
、
盛
京
戸
部
、
盛
京
礎
部
、
三
陵
な
ど
の
各
官
街
の
統
制
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
た
。

一
部
の
荘
頭
な
ど
は
清
朝
の
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
自
己
の
管
理
し
た
土
地
、
耕
作
者
(
壮
了
・
佃
戸
)
を
各
在
地
に
お
い
て
私
的
に

し
か
し
、

か
れ
ら
の
一
部
は
自
己
が
管
理
・
占

有
し
て
い
た
土
地
の
掛
い
下
げ
を
優
先
的
に
受
け
、
あ
る
い
は
、
そ
の
土
地
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
完
全
な
る
「
地

(

4

)

 

主
」
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

支
配
し
、
あ
た
か
も
「
地
主
」
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。
奮
官
地
の
整
理
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
、

か
つ
て
、
筆
者
は
内
務
府
官
荘
の
一
つ
で
あ
っ
た
錦
州
官
荘
の
排
い
下
げ
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
清
末
時
、
そ
の
荘
頭
の

一
人
で
あ
っ
た
凌

雲
閣
と
い
う
人
物
が
自
己
の
管
理
し
た
緩
中
麻
所
在
の
奮
荘
地
の
一
宇
の
梯
い
下
げ
を
受
け
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
有
力
な
地
主
と
し
て
の
地

(
5〉

位
を
確
保
し
て
い
っ
た
経
緯
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
凌
雲
閣
の
場
合
は
皐
に
綬
中
豚
と
い
う
一
地
方
の
地
主
で
あ
っ
た
に
過



ぎ
な
い
。
清
末
以
降
の
奉
天
地
方
政
界
の
中
植
に
位
置
し
た
人
物
を
と
り
あ
げ
、

か
れ
ら
と
宮
地
の
排
い
下
げ
問
題
と
の
閥
わ
り
を
検
討
す
る

こ
と
が
、
筆
者
に
と
っ
て
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
奉
天
省
屈
指
の
大
地
主
と
言
わ
れ
、
奉
天
・
撫
順
附
近
に
そ

の
勢
力
基
盤
を
有
し
て
い
た
張
家
の
場
合
を
取
り
上
げ
、
こ
の
張
家
と
奮
官
地
と
の
関
係
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
司
た
か
、

(
6
)
 

る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
一
端
を
論
じ

奉
天
・
撫
順
の
有
力
者
で
あ
る
張
家
に
つ
い
て

あ
る
。

『
辛
亥
革
命
回
憶
録

ま
ず
、
こ
の
張
家
が
如
何
な
る
家
で
あ
ア
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が

第
五
集
』
に
牧
め
ら
れ
た
秦
誠
至

「辛
亥
革
命
興
張
椿
」
と
い
う
文
-
章
に
よ
れ
ば
、
張
家
は
、
代
々
、
漢
軍
鎮

(
7
)
 

及
び
そ
の
粗
先
を
杷
る
三
陵
の
守
護
を
そ
の
任
と
し
て
い
た
。
こ
の
張
家
は
も

-105ー

張
家
と
奮
官
地
と
の
関
係
を
考
察
す
る
ま
え
に
、

黄
旗
に
所
属
し
、

太
租
(
ヌ
ル
ハ
チ
〉
、
太
宗
(
ホ
ン
タ
イ
ジ
〉
、

(
8〉

と
も
と
山
東
省
歴
城
牒
の
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
。
恐
ら
く
、
他
の
多
く
の
漢
軍
旗
人
と
同
様
、
張
家
の
組
先
は
十
七
世
紀
初
期
に
清
朝
(
嘗

時
は
、
後
金
〉
に
投
降
し
、
入
旗
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
経
緯
は
わ
か
ら
な
い。

清
末
以
降
、
張
家
は
奉
天
、
撫
順
、
輿
京
な
ど
の
地

域
を
中
心
に
慶
大
な
面
積
の
土
地
を
有
し
、
張
換
格
、
張
換
相
と
い
っ
た
、
奉
天
地
方
政
界
の
有
力
者
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

張
燥
格
は
、
辛
亥
革
命
時
、
奉
天
に
お
け
る
同
盟
舎
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
上
述
の
「
辛
亥
革
命
輿
張
格
」
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
成

(
9〉

人
し
て
張
椿
と
改
名
し
、
十
九
歳
で
北
京
に
新
設
さ
れ
た
外
国
語
事
校
で
あ
る
誇
皐
館
に
入
壊
し
た
。
し
か
し
、
日
露
戦
争
が
起
こ
る
と
、
か

れ
は
郷
里
の
奉
天
に
戻
り
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
侵
略
に
抵
抗
し
、
郷
村
の
自
衛
を
圃
る
た
め
に
、
輿
京
、
海
龍
一
帯
で
一
部
の
緑
林
ら
と
と
も

に
「
関
東
濁
立
自
衛
軍
」
と
い
う
武
装
集
圏
、
ま
た
、
民
間
の
榔
村
自
衛
集
圏
で
あ
る
「
郷
圏
」
を
組
織
し
た
。
興
京
、
海
龍
一
帯
は
も
と
も

と
張
家
の
勢
力
基
盤
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
時
、
民
間
有
力
者
の
武
装
化
を
恐
れ
た
清
朝
は
こ
れ
ら
組
織
の
活
動
を
抑
匪
し
、
以

(m) 

後
、
張
椿
は
反
清
運
動
に
深
く
関
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

一
九

O
五
年
、
張
椿
は
呉
槌
と
と
も
に
、
北
京
騨
頭
に
お
い
て
憲
政
考
察
出
洋
大

臣
の
暗
殺
未
、
念
事
件
を
起
こ
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
果
樹
が
壮
烈
な
爆
死
を
遂
げ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
張
家
は
人
を
介
し
て
張
格

481 
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の
助
命
を
清
朝
に
請
い
、
首
時
の
有
力
者
で
あ
る
宣
官
李
蓮
英
に
多
額
の
賄
賂
を
贈
っ
た
と
い
う
。
張
氏
が
三
陵
守
護
を
任
と
す
る
漢
軍
旗
人

の
家
で
あ
る
と
い
う
事
情
も
あ
り、

張
熔
は
慮
刑
を
克
れ
、
天
津
刑
務
所
に
牧
容
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
か
れ
は
脱
獄
し
て
日
本
に
逃
れ
た
。
張

(

U

)

 

椿
は
日
本
で
同
盟
舎
と
の
関
係
を
強
め
、
革
命
運
動
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
辛
亥
革
命
直
前
、
張
棺
は
再
び
奉
天
に
戻
り
、
同
盟
曾
指

導
者
の
一
人
と
し
て
奉
天
に
お
け
る
反
清
運
動
を
指
導
し
た
。
し
か
し
、

(

ロ

)

化
す
る
な
か
で
、
張
熔
は
張
作
震
の
配
下
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
た
。

一
九
一
二
年
初
頭
、
総
督
越
爾
巽
に
よ
る
「
革
命
涯
」
弾
監
が
本
格

こ
の
よ
う
に
、
張
椿
は
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命
を
指
導
し
た
人
物
の
一
人
と
し
て
、
奉
天
近
代
史
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

紙
幅
の
閥
係
も
あ
り
、
こ
こ

で
は
、
奉
天
に
お
け
る
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
女
の
貼
を
確
認
し
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
張
熔
は
奉
天
屈
指
の
名
家
の
子
弟
で
あ
り
、
こ
の
張
家
の
有
し
た
奉
天
各
地
、
各
界
有
力
者
と
の
聞
の
強
い

か
れ
の
政
治
活
動
の一

つ
の
重
要
な
支
え
と
な
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
張
椿
は
富
裕
な
漢
軍
旗
人
の
地
主
の
息
子

人
的
関
係
が
、

動
を
支
え
た
張
家
の
財
産
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。

本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は

特

こ
の
第
二
の
貼
で
あ
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で
あ
り
、

か
れ
自
ら
が
そ
の
膨
大
な
資
金
の
一
部
を
準
備
し
、
奉
天
に
お
け
る
反
清
運
動
を
率
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
張
椿
の
活

る。
前
述
の
「
辛
亥
革
命
興
張
格
」
に
よ
れ
ば
、
張
椿
の
父
、
張
欽
善
は
庚
寧
府
で
三
陵
の
倉
官
を
務
め
て
い
た
。
嘗
時
、
張
欽
善
は
西
豊
鯨
に

約
二
高
畝
、
奉
天
近
郊
に
約
一
寓
畝
の
土
地
を
有
し
、

(

日

)
ぅ。

つ
ま
り
、
張
家
は
大
地
主
で
あ
る
と
と
も
に
、
醸
造
と
穀
物
取
引
と
い
う
一
商
業
活
動
、

金
融
活
動
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

張
椿
に
は

さ
ら
に

通
化
と
新
演
(輿
京
〉
で
、

そ
れ
ぞ
れ
境
鍋
と
根
桟
を
経
営
し
て
い
た
と
い

張
燥
桂
と
い
う
姉
と
張
焼
柏
と
い
う
兄
が
い
た
。
張
燥
桂
は
奉
天
に
初
め
て
設
け
ら
れ
た
女
事
校
の
教
師
を
務
め
、
ま
た
、
張
椿
と
同
じ
く
、

(

H

)

 

奉
天
に
お
け
る
同
盟
舎
指
導
部
の
重
要
な
一
員
で
あ
っ
た
と
い
う
。

彼
女
の
夫
で
あ
司
た
王
世
棋
(
後
に
離
婚
〉
は
漢
軍
正
黄
旗
に
所
属
し
、

(日
)

王
室
田
銘
と
も
三
陵
四
口
問
官
を
務
め
て
い
た
と
い
う
。
三
陵
四
品

そ
の
父
で
あ
る
王
書
銘
は
皐
人
の
身
分
を
有
す
る
名
土
で
あ
っ
た
。
王
世
棋
、

官
は
三
陵
に
所
属
す
る
膨
大
な
土
地

・
財
産
を
管
理
す
る
責
任
者
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
こ
の
官
職
に
附
随
す
る
利
穫
は
相
嘗
な
も
の
で
あ
っ



た
ろ
う
。
清
末
時
、
三
陵
四
品
官
を
務
め
て
い
た
王
家
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
、
張
家
も
三
陵
所
属
の
官
兵
の
な
か
で
か
な
り
の

地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

張
搭
の
叔
父
(
張
欽
善
の
弟
〉
が
張
欽
元
で
あ
っ
た
。
張
欽
元
も
清
末
に
撫
順
鯨
の
議
事
舎
議
長
を
務
め
、
地
方
の
有
力
者
と
し
て
知
ら
れ
て

(

日

)

い
た
。
こ
の
張
欽
元
の
二
人
の
息
子
が
張
燥
相
と
張
燥
極
で
あ
る
。
張
焼
極
は
奉
天
地
方
政
界
の
重
鎮
と
し
て
知
ら
れ
た
友
金
鎧
の
次
女
、
蓑

〈
げ
〉

慶
墳
を
そ
の
妻
と
し
て
迎
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
姻
戚
関
係
か
ら
も
、
嘗
時
の
奉
天
地
方
政
界
に
お
け
る
張
家
の
政
治
的
、
社
舎
的
影
響
力
の

(
凶
〉

一
方
、
張
燥
相
は
一
九

O
九
年
か
ら
一
九
一
一
年
ま
で
日
本
の
陸
軍
土
官
事
校
に
留
撃
し
て
い
た
。
日

大
き
さ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
か
ら
の
開
園
後
、
張
燦
相
は
張
作
震
・
張
問
子
良
政
権
の
も
と
で
東
省
特
別
直
行
政
長
官
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
、
満
洲
園
の
成
立
後
は
司
法

(
四
)

部
大
臣
、
参
議
府
参
議
な
ど
を
務
め
た
。
薄
儀
の
『
わ
が
半
生
』
の
な
か
に
も
、
満
洲
園
時
代
や
撫
順
刑
務
所
に
牧
容
さ
れ
て
い
た
嘗
時
の
張

(
却
)

焼
相
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る。

こ
の
張
燥
相
も
大
地
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
天
野
元
之
助
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

一
九
二

0
年
代
、
東
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省
特
別
匝
長
官
で
あ
っ
た
張
換
相
は
撫
順
近
郊
に
約
二
一
、

0
0
0畝
、
吉
林
省
樺
旬
牒
に
約
二
、

0
0
0敵
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
と
い

(

幻

)

》
円
ノ
。

以
上
に
示
し
た
よ
う
に
、
清
末
以
降
、
張
橋
、
張
燥
相
と
い
っ
た
有
力
者
を
輩
出
し
た
張
家
は
奉
天
地
方
祉
舎
の
な
か
で
大
き
な
勢
力
を
有

し
て
い
た
。
こ
の
張
家
を
含
め
た
奉
天
地
方
有
力
者
の
家
族
、

お
よ
び
、

そ
の
姻
戚
閥
係
の
一
端
を
示
し
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
。
こ
の
表
か

ら
、
か
つ
て
、
奉
天
の
在
地
勢
力
を
代
表
し
た
張
燥
相
、
亥
金
鎧
、
呉
恩
培
、
子
沖
漢
と
い
っ
た
人
物
が
姻
戚
関
係
を
通
じ
て
、
相
互
に
固
く

結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
与える
。
張
家
は
こ
う
し
た
在
地
勢
力
の
結
び
つ
き
の
な
か
で
重
要
な

一
角
を
占
め
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
張
家
と
三
陵
の
土
地
と
の
闘
係
に
着
目
し
て
み
た
い
。
上
記
の
よ
う
に
、
張
椿
の
父
、
張
欽
善
は
奉
天
、

西
豊
等
に
贋
大
な
土
地
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
張
燥
相
は
撫
順
、
樺
旬
附
近
の
大
地
主
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
地
園
を
開
い
て
み
る
と
分

か
る
よ
う
に
、
張
家
の
経
済
基
盤
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
、
こ
う
し
た
奉
天
、
撫
順
、
海
龍
、
輿
京
、
西
豊
、
通
化
、
樺
旬
な
ど
の
地
域
は
、

現
在
の
遼
寧
省
と
吉
林
省
の
境
界
か
ら
奉
天
近
郊
の
三
陵
に
連
な
る
一
帯
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
地
域
に
は
三
陵
附
属
地
、
各
種
封
禁
地
な
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手
沖
漢

(
張
作
霧

・
張
皐
良
政
権

「
満
洲
園
」
高
官
)

呉
恩
伸
明

遼
陽
の
漢
軍
旗
人

(
張
作
森

・
張
拳
良
政
権

「満
洲
図
」
高
官
)

家、亥家、奥家、子家の姻戚関係

ー
衰
金
鐙

一
遼
陽
の
渓
箪
旗
人

一
(
盛
京
護
部
正
黄
旗
所
属
)

「
裳
金
銭
I

l

l

i

-

-

-

遼
陽
の
漢
軍
旗
人

(
盛
京
種
部
正
黄
旗
所
属
、

張
作
森
・
張
撃
良
政
権
、

「
満
洲
園
」
高
官
)

次
男

英一一一静
珍一一一銘

次
女

長
男

英
元
(
東
京
高
等
工
業
拳
校
卒
、
満
鉄
参
事
、
満
洲
炭
鉱
理
事
等
)

慶
珍

慶
清
(
北
京
大
挙
卒
、
張
作
森
・
張
拳
良
政
権
、
「
満
洲
園
」
官
僚
)

-108ー

慶
浮
(
清
河
陸
軍
拳
校
卒
、
軍
人
)

慶
澗(

張
作
森
・
張
拳
良
政
権
、
「
満
洲
園
」
高
官
〔
地
籍
整
理
局
長
〕
等
)

女

慶
瑛

次
女

一一一慶一一一積
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塁手天在地有力者である張表 1

張
欽
元

撫
順
の
漢
軍
旗
人

(
三
陵
鍍
黄
旗
所
属
)

史
料
一
ーの

ん
の

aa-戸、υ

王
書
銘

漠
軍
旗
人
(
三
陵
四
品
官
)

張
欽
善

奉
天
の
漢
軍
旗
人

(
三
陵
鍍
黄
旗
所
属
、

三
陵
倉
官
)

次
男

燥一
極一

長

男

幾

相

(
日
本
陸
軍
士
官
拳
校
卒
。
張
作
森
・
張
拳
良
政
権
、
「
満
洲
園
」
高
官
)

長
女

燥一一一世
桂一一一旗

刀て

干土
ρu. 
x. 
員

(
奉
天
同
盟
会
会
員
)

呉
宏、
遠

2 燦一一ーの
実 柏一一姉

賑
務
牙ミニ
TC  

員

長
男

次
男

燥
格

(
奉
天
同
盟
舎
指
導
者
)

友
金
鎧
『
傭
庫
日
記
語
存
附
経
過
自
述
』
(
民
園
二
十
四
年
〉

『
康
徳
六
年
遼
陽
呉
氏
族
譜
』
〔
遼
寧
省
図
書
館
所
蔵
〕

秦
誠
至
「
辛
亥
革
命
輿
張
格
」
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
第
五
集
』

『
遼
陽
豚
志
(
民
園
十
七
年
)
』
倉
一
五
「
烈
女
志
」

外
務
省
情
報
部
編
纂
『
現
代
中
華
民
国
・
満
洲
一
帝
園

〔
遼
寧
省
園
書
館
所
蔵
〕

(
文
史
資
料
出
版
社
、

園
緯

-109ー

圏
純

(
日
本
陸
軍
士
宮
肇
校
留
準
)

園
紘

人
名
鑑
』
(
東
亜
同
文
禽
業
務
部
、
昭
和
十
二
年
〉

一
九
八
一
年
)
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ど
が
贋
く
設
け
ら
れ
て
い
た
。
清
朝
の
時
代
、
清
朝
の

「龍
気
」
の
道
筋
で
あ
る

「龍
脈
」
が
、
朝
鮮
と
の
境
に
あ
る
長
白
山
か
ら
奉
天
近
郊

の
三
陵
に
ま
で
達
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
朝
は
こ
の
地
域
に
各
種
の
三
陵
附
属
地
、
封
禁
地
を
贋
く
設
け
て
、
こ

(

忽

)

の
「
龍
脹
」
を
手
厚
く
保
護
し
、
一
般
人
民
の
立
ち
入
り
を
禁
じ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
土
地
は
三
陵
な
ど
の
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。

三
陵
に
所
属
し
た
張
家
が
、
清
末
以
降
、
こ
う
し
た
三
陵
附
属
地
、
封
禁
地
が
設
け
ら
れ
て
い
た
地
域
に
贋
い
面
積
の
土
地
を
有
し
、
大
地
主

と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
事
買
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
推
測
が
生
ま
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
清
末
以
降
の
三

陵
附
属
地
、
各
種
封
禁
地
の
解
盟
、
そ
の
民
有
地
化
の
過
程
で
、
代
々
、
三
陵
街
門
の
内
部
で
有
力
な
地
位
に
あ
っ
た
張
家
が
そ
れ
ら
の
土
地

の
一
部
の
排
い
下
げ
を
受
け
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ま
ま
自
ら
の
土
地
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
慶
大
な
土
地
を
有
す
る
地
主
と
な
っ
て
い

っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
辛
亥
革
命
後
、
奉
天
屈
指
の
富
豪
、
大
地
主
と
稿
さ
れ
た
張
家
の
土
地
は
、
も
と

も
と
は
こ
う
し
た
三
陵
附
属
地
な
ど
の
奮
官
地
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
可
能
性
を
示
す
、

一
つ
の
楼
案
史
料
が
遼
寧
省
槍
案
館
所

-110ー

臓
の

「奉
天
官
地
清
丈
局

丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
加
及
丈
放
章
程
布
告

民
園
五
年
十
月
」
と
い
う
史
料
で
あ
る
。

「
官
地
清
丈
局

丈
放
三
陵
塞
柴
官
旬
地
畝
加
及
丈
放
章
程
布
告

民
園
五
年
十
月
」
と
い
う
史
料
に
つ
い
て

(
1

)
 

奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
、
及
び
、
奉
天
省
公
署
の
橋
案
史
料
に
つ
い
て

現
在
、
遼
寧
省
楼
案
館
に
は
満
洲
園
時
代
の
奮
記
整
理
慮
の
手
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
指
案
』
が
納

め
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
、
満
洲
園
は
奉
天
に
奮
記
整
理
庭
を
設
け
、
張
作
震
政
権
時
代
の
中
央
、
及
び
、
地
方
の
各
街
門
に
残
さ
れ
て
い
た

(

お

)

文
書
史
料
を
系
統
的
に
蒐
集
し
、
そ
の
整
理
を
行
う
こ
と
を
試
み
て
い
た
。

さ
て

奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
は
一
九

一
四
(
民
国
三
)
年
に
設

立
さ
れ
、
奉
天
省
各
地
に
展
開
し
て
い
た
各
種
の
官
荘
、

王
公
荘
園
、
三
陵
附
属
地
、
職
回
、
荒
地
な
ど
の
民
間
へ
の
排
い
下
げ
を
行
っ
た
機

開
で
あ
る
。
官
地
の
排
い
下
げ
に
よ
る
牧
入
は
張
作
集
政
権
に
と
っ
て
貴
重
な
財
源
で
あ
り
、
そ
の
穂
搬
に
は
王
遁
斌
、

王
永
江
、

王
鏡
笈
と



(

処

)

い
っ
た
張
作
震
政
権
を
支
え
た
有
力
者
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。

『
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
楼
案
』
は
一
高
件
以
上
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
な
る
膨
大

な
史
料
群
で
あ
り
、
現
在
、
そ
の
史
料
は
一
件
ご
と
に
大
型
の
封
筒
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
各
種
官
地
の
排
い
下
げ
の
具
瞳
的
な

経
緯
を
示
す
史
料
、
そ
れ
と
関
連
し
た
清
朝
時
代
の
各
種
土
地
関
係
史
料
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
史
料
を
細
か
く

考
察
す
る
な
ら
ば
、
清
末
の
奉
天
省
に
お
け
る
各
官
地
の
土
地
権
利
関
係
の
貫
情
、
辛
亥
革
命
後
の
各
官
荘
、
王
公
荘
園
、
三
陵
附
属
地
な
ど

の
排
い
下
げ
の
寅
態
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
奉
天
省
公
署
槌
案
』
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
史
料
群
の
な
か
に
も
、
官
地
清
丈
局
関
係
の
槍
案
が
相
嘗
敷
納

め
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
張
作
震
政
擢
時
代
、
嘗
官
地
の
排
い
下
げ
が
準
め
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
官
地
清
丈
局
だ
け
で
は
庭
理
で
き
な
い

一
方
、
こ
れ
と
は
別
に
、

複
雑
な
、
そ
し
て
、
政
治
的
な
剣
断
を
必
要
と
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
書
類
が
奉
天
省
公
署
の
方
に
迭
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
官
地
清
丈
局
関
係
の
史
料
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
部
は
『
奉
天
省
公
署
稽
案
』
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
問
題
化

(

お

〉

し
た
土
地
排
い
下
げ
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
『
奉
天
省
公
署
槍
案
』
の
な
か
に
興
味
深
い
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
槌
案
史
料
の
一
つ
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
加
及
丈
放
章
一
程
布
告
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
陵
の
一
つ

で
あ
っ
た
昭
陵
(
北
陵
、
太
宗
の
墓
陵
)
の
附
属
地
で
あ
っ
た
塞
柴
官
旬
地
の
民
園
初
頭
に
お
け
る
排
い

τげ
の
経
緯
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

-111ー

(
2〉

昭
陵
審
柴
官
旬
地
に
つ
い
て

『
満
洲
奮
慣
調
査
報
告
書

昭
陵
客
柴
官
旬
地
は
昭
陵
の
西
に
位
置
し
、
奉
天
城
の
中
心
か
ら
西
北
西
に
約
十
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
(
地
園
多
照
)
。

皇
産
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
客
柴
官
旬
地
は
、
清
初
、
三
陵
陵
農
の
瓢
瓦
の
蝿
造
を
行
う
た
め
の
燃
料
で
あ
る

柴
薪
、
客
土
の
採
取
、
ま
た
、
客
場
を
設
置
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
三
陵
所
属
の
壮
丁
(
千
丁
)
は
四
品
官
の
管
轄
の
も
と

(
白
血
〉

に
置
か
れ
、
陵
履
の
修
昔
、
瓢
瓦
の
焼
造
、
院
内
の
清
掃
な
ど
の
雑
役
に
嘗
た
っ
て
い
た
。
四
口
問
官
は
三
陵
の
土
地
、
財
産
の
管
理
を
統
括
し

た
責
任
者
で
あ
り
、
清
末
時
、
張
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
王
家
の
王
書
銘
、
王
世
棋
が
三
陵
の
四
品
官
を
務
め
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
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た
通
り
で
あ
る
。
三
陵
の
四
品
官
、
ま
た
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
官
兵
・
鮭
丁
は
全
て
旗
籍
に
属
し
て
い
た
。
道
光
年
開
、
三
陵
所
属
の
鮭

丁
の
一
部
に
こ
の
客
柴
官
旬
地
を
開
墾
、
耕
種
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
か
れ
ら
は
一
定
の
租
銭
を
三
陵
に
納
め
る
こ
と
で
、

と
し
て
自
由
に
使
用
、
牧
盆
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
清
末
時
、

そ
の
土
地
を
佃
戸

そ
の
租
銭
は
十
畝
に
つ
き
銀
一
元
程
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
一
一
陵

は
こ
う
し
た
租
枚
入
を
三
陵
陵
農
の
維
持
・
管
理
を
行
う
た
め
の
費
用
の
一
部
に
充
て
て
い
た
。
三
陵
の
壮
丁
は
自
己
の
占
有
す
る
土
地
を
第

三
者
に
買
却
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
自
由
に
相
績
、
出
典
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
三
陵
所
属
の
妊
丁
は

(

幻

)

を
保
持
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
辛
亥
革
命
後
、

土
地
に
劃
し
、

一
種
の

「
永
佃
権
」

官
地
の
解
瞳
・
整
理
が
相
次
い
で
進
め
ら
れ
る
な
か

で
、
こ
の
客
柴
官
旬
地
も
そ
の
土
地
を
賓
質
的
に
占
有
し
て
い
た
三
陵
所
属
の
千
丁
に
排
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ハ
3
)

「
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
珊
及
丈
放
章
程
布
告
」
に
つ
い
て

「
官
地
清
丈
局

丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
珊
及
丈
放
章
程
布
告

-113ー

民
園
五
年
十
月
」
と
い
う
史
料
は
奉
天
督
軍
粂
省
長
張
作
震
の
名
前
に

〈

お

)

よ
っ
て
護
布
さ
れ
た
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
丈
放
に
闘
す
る
布
告
〈
民
園
五
年
十
月
二
十
四
日
附
)
と
そ
の
土
地
蓋
帳
か
ら
な
る
。
ま
ず
、
そ
の
布

告
は
縦
一
メ
ー
ト
ル
、
横
五
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
紙
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
顧
家
荒
に
掲
示
さ
れ
た
も
の
と
あ
る
。
た
だ

し
、
満
洲
園
時
代
の
五
高
分
の
一
の
地
固
に
よ
っ
て
も
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
展
開
し
て
い
た
附
近
に
顧
家
荒
と
い
う
名
前
の
集
落
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
布
告
は
「
前
言
」
に
あ
た
る
文
章
と
二
十
の
篠
文
か
ら
な
る
。
ま
ず
、

「
前
言
」
は
客
柴
官
旬
地
を
排
い
下
げ
る

そ
の
目
的
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
大
意
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
品
官
の
管
下
に
あ
り
、
一
一
一
高

徐
畝
の
面
積
か
ら
な
っ
た
こ
の
客
柴
官
旬
地
は
、
道
光
八
年
以
降
、
昭
陵
に
所
属
す
る
批
丁
に
護
給
し
、
そ
の
耕
種
を
許
し
た
。
三
陵
は
批
丁

か
ら
合
計
小
洋
二
千
徐
元
の
租
を
徴
牧
し
、
こ
れ
を
昭
陵
の
維
持
、
管
理
の
た
め
に
用
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、

に
い
た
っ
た
経
緯
、

一
部
の
壮
丁
が
こ
の

土
地
を
外
園
人
〈
具
種
的
に
は
日
本
人
を
指
す
)
に
抵
押
す
る
と
い
う
事
態
を
招
い
て
い
る
。

三
陵
街
門
と
藩
陽
知
鯨
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の

489 

面
積
は
八
千
畝
に
も
及
び
、
そ
の
問
題
の
解
決
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
放
置
す
れ
ば
、

か
つ
て
の
薄
豊
農
場
の
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
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り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
客
柴
官
旬
地
の
調
査
、

そ
の
整
理

・
掛
い
下
げ
を
行
う
こ
と
は
、

ま
ず
、
外
園
人
の
土
地
占
有
を
排
除
す
る
た

且
つ
、
こ
の
土
地
の
燐
い
下
げ
は
そ
れ
を
受
け
る
壮
丁
に
土
地
所
有
擦
を
、
蓄
清
朝
皇
室
に
は
携
い
下
げ
に
よ
る
地
債
牧

入
を
、
地
方
政
府
に
は
税
牧
を
興
え
る
こ
と
に
な
り
、
各
方
面
に
も
た
ら
す
利
盆
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
布

め
に
必
要
で
あ
り
、

告
は
客
柴
官
旬
地
の
梯
い
下
げ
の
目
的
が
、

ま
ず
、
外
国
人
の
土
地
占
有
を
防
止
す
る
貼
に
あ
司
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

湾
盟
農
場
の
間

題
と
は
、
民
園
二
年
、
昭
陵
附
属
地
の
一
つ
で
あ
る
昭
陵
品
跡
地
が
、
辛
亥
革
命
後
の
混
凱
の
な
か
で
、
奉
天
都
督
越
爾
巽
ら
の
財
産
と
な
り
、

(
却
)

そ
れ
が
榊
原
政
雄
と
い
う
日
本
人
の
所
有
に
掃
し
て
し
ま
っ
た
事
件
を
指
す
。

さ
ら
に
、

そ
の
後
、

布
告
は
、
衣
に
、
昭
陵
客
柴
宮
旬
地
梯
い
下
げ
の
方
法

・
手
績
き
を
各
候
文
の
な
か
で
説
明
し
て
い
る
。
具
瞳
的
に
は
、
原
額
地
、
浮
多
地

の
別
を
論
じ
る
こ
と
な
く
、
土
地
は
こ
れ
ま
で
土
地
を
占
有
し
て
き
た
三
陵
の
仕
丁
、
原
佃
に
優
先
的
に
排
い
下
げ
る
こ
と
(
第
二

燦
)
、
土
地
は
そ
の
地
味
に
よ
り
上
則
、
中
則
、
下
則
に
分
け
、
地
債
は
そ
れ
ぞ
れ
一
畝
に
つ
き
大
銀
元
六
元
、
五
元
、
三
元
と
す
る
こ
と
(
第

つ
ま
り
、

五
保
〉
、
排
い
下
げ
の
際
に
規
定
の
経
照
費
(
一
畝
に
つ
き
大
銀
元
一
角
〉
、
照
費
(
一
畝
に
つ
き
大
銀
元
一
角
)
、

註
加
費
(
一
畝
に
つ
き
大
銀
元
二
角
)
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を
徴
牧
す
る
こ
と
(
第
九
僚
)
、

地
債
の
排
込
期
限
は
民
園
五
年
十
一
月
か
ら
民
園
六
年
十
一
月
ま
で
と
す
る
こ
と
(
第
十
一
候
)
、
地
債
の
早
期

納
入
者
へ
の
優
遇
措
置
(
第
十
四
篠
)
と
遅
延
者
へ
の
罰
則
(
第
十
五
篠
)
を
設
定
す
る
こ
と
、

土
地
へ
の
課
税
は
民
園
七
年
か
ら
行
い
、

(ω) 

六
年
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
仕
丁
は
三
陵
に
租
を
納
入
す
る
こ
と
(
第
十
六
傑
〉
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

一
畝
あ
た
り
三

五

元
か
ら
六
元
と
い
う
地
債
は
、
他
の
官
地
の
排
い
下
げ
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
水
準
で
あ
り
、
嘗
時
の
こ
の
地
域
に
お
け
る
寅
際
の
地
債
に
較
べ
る

(
M
M
)
 

と
か
な
り
安
債
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
貫
質
的
な
土
地
保
有
者
へ
の
排
い
下
げ
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

園
五
年
に
質
施
さ
れ
た
土
地
丈
量
の
記
鍛
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

一
方
、
土
地
蓋
帳
は
縦
二
十
セ

ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の
紙
片
を
綴
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
民

そ
の
保
存
朕
況
は
必
ず
し
も
良
好
で
な
く
、
損
傷
も
一
部
で
著

第
四
・
五
廠
、

昭
陵
客
柴
官
旬
地
は
第
一
廠
か
ら
第
八
廠
ま
で
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、

」
の
土
地
蓋
帳
は
第
一

・
二
・
三
廠
、

第

し
い
。

六

・
八
廠
、
第
七
廠
の
記
録
を
そ
れ
ぞ
れ
一
纏
め
と
し
て
輝
じ
て
お
り
、
計
四
加
か
ら
な
っ
て
い
る
。
各
舶
の
表
紙
に
は
奉
天
全
省
官
地
清
丈
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表2 昭陵客柴官旬地概略

| 所在地 (現名) I 土壮地丁をの姓占有とそしての壮い丁た主の数な I 面 〈地積F段〔の箪数位)畝〕

第一廠 永安橋(陳家荒〉 陳姓9 王姓9 馬姓4 2，511 7 l1t上下中則 413.0 
黒林子 (29) 則 1，307.0

則 791.7 

第二廠 洪家墓 (胡家屯) 胡姓10 王姓9 李姓2

黒林子〈沙関子〉 (25) 則 936.82

(王家荒〉 Jl.1j 1，596.75 

第三廠 洪家牽 (沙関子〉 陳姓17 呉姓9 王姓3
3，a4 32 |/t上下中則

黒林子(橋頭〉 胡姓2 張姓2 (42) 則 518.07

(湿家荒〉 貝リ 2，819.85 

(王家荒〉

第四廠 黒林子 際、姓12 李姓6 奥姓5

破盛子 張姓2 郵姓2 (32) 則 215.0

挑家屯 則 3，097.22

第五廠 破壁子 羅姓8 王姓4 :fL姓2

東民屯 (16) 則 322.31

則 2，686.69

第六廠 破盤子 郵姓21 蘇姓5 李姓3 3，0田 .50(，上中下則 247.4 
後民屯 胡姓2 (44) 則 1，150.45

則 1，667.65

第七廠 前民屯 閣姓12 節姓2
7， 834 78 |t1上下中則則則 1国 O 

破優子 (29) I <=t Jl.1j 200.0 

7，484.78 

第八廠 野什牛条 王姓24 高姓16 楊姓13
4，694 77 l/1土下中ェ則則則 232.45 

沙培子 張姓15 呉姓16 孫、姓3 (113) I I'tJlIJ 1，328.52 
沙筒子 孟姓2 3，133.80 

合計 3O，(3956.04 
30) 

「奉天宮地清丈局丈放三陵客柴官旬地畝朋及丈放軍程布告 民園五年十月」より作成

-115ー
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局
の
閥
防
が
押
さ
れ
て

い
る
。
蓋
帳
の
各
葉
の
表
一
異
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
地
段
ご
と
の
記
録
が
記
さ
れ
て
お
り
、

る
。
つ
ま
り
、
各
地
段
ご
と
に
、
第

一
行
自
に
佃
戸
名
(
土
地
を
占
有
し
て
い
た
三
陵
壮
丁
を
指
す
)
、

そ
の
書
式
は
一
定
で
あ

土
地
の
座
落
、

第
二
行
自
に
土
地
の
上
・

中

・
下
則
の
別
と
そ
の
面
積
、
第
三
行
自
に
土
地
の
四
至
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
土
地
に
闘
す
る
様
々
な
追
加
的
な
備
考
が
蓋
帳
の
儀

白
や
添
附
さ
れ
た
紙
の
上
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
一
該
嘗
地
の
排
い
下
げ
が
寅
際
に
行
わ
れ
た
か
否
か
を
一
示
す
記
述
、
土
地
の
排
い

下
げ
を
質
際
に
受
け
た
者
の
名
前
、

蓋
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
佃
戸
(
三
陵
壮
丁
を
指
す
)
が
更
に
土
地
を
出
佃
し
て
い
た
場
合
に
は
そ
の
佃
戸

名
、
該
嘗
地
が
外
園
人
に
抵
押
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
そ
の
内
容
を
示
す
記
録
、
土
地
権
利
の
相
績
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
新
奮
の
権
利

者
の
名
前
な
ど
に
つ
い
て
の
書
き
込
み
で
あ
る
。
ま
た
、
資
力
に
歓
く
等
の
理
由
に
よ
り
、

を
記
し
た
「
具
結
」
を
提
出
し
た
が
、
そ
う
し
た
「
具
結
」
が
こ
の
蓋
帳
に
貼
附
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
土
地
蓋
帳
作
成
の
際
、
そ
の

記
載
内
容
は
三
陵
街
門
に
残
さ
れ
て
い
た
奮
土
地
蓋
帳
と
逐
一
照
合
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
蓄
帳
簿
記
載
の
面
積
と
貫
測
面
積
の
違
い
な

ど
も
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
書
き
込
み
は
観
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
各
土
地
の
権
利
関
係
の
賓
情
を
知
る
う
え
で
貴

そ
の
加
に
記
載
さ
れ
た
全
て
の
土
地
の
面
積
が
集
計
さ
れ
て
記
録
さ
れ

土
地
の
携
い
下
げ
を
希
望
し
な
い
仕
丁
は
そ
の
旨

重
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

土
地
蓋
帳
各
加
の
最
後
に
は
、

(
M
M
)
 

て
い
る
。
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表
2
は
こ
の
土
地
蓋
帳
の
記
載
内
容
を
も
と
に
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
は
各
廠
ご
と
に
、
土
地
の
所
在

地
、
土
地
を
占
有
し
て
い
た
主
な
妊
丁
の
姓
、
土
地
面
積
の
純
計
と
地
段
の
数
、

ま
た
、
上
・
中

・
下
則
の
別
の
土
地
面
積
の
合
計
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
表
を
地
固
と
と
も
に
見
る
な
ら
ば
、
民
園
初
頭
の
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
概
略
が
お
お
よ
そ
理
解
で
き
よ
う
。
本
稿
が
注
目
す
る
貼

は
、
こ
の
土
地
蓋
帳
の
佃
戸
名
の
欄
に
、
先
に
述
べ
た
張
換
椿
(
張
格
)
、
張
換
柏
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
土

地
蓋
帳
の
記
載
内
容
を
よ
り
詳
し
く
考
察
し
、
清
末
か
ら
民
園
初
頭
に
か
け
て
の
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
土
地
権
利
関
係
の
寅
態
、
特
に
、
張
家

と
こ
の
土
地
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。



四

張
家
と
昭
陵
客
柴
官
旬
地

(

1

)

 

昭
陵
客
柴
官
旬
地
と
三
陵
壮
丁

昭
陵
客
柴
官
旬
地
が
第
一
廠
か
ら
第
八
廠
ま
で
の
各
廠
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
各
廠
は
黒
林
子
、
破

量
子
、
野
什
牛
余
、
東
民
屯
、
前
民
屯
と
い
っ
た
集
落
を
中
心
に
展
開
し
て
い
た
(
地
副
参
照
)
。
こ
の
う
ち
、
第
一
廠
か
ら
第
六
廠
ま
で
は
約

二
千
五
百
畝
か
ら
三
千
五
百
畝
の
土
地
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、
第
七
廠
、
第
八
廠
は
こ
れ
よ
り
贋
く
、
そ
れ
ぞ
れ
、
約
七
千
八
百
敵
、
四
千
七

百
畝
の
土
地
を
有
し
て

い
た
。
各
廠
を
合
計
し
た
全
鐙
の
面
積
は
約
三
高
畝
で
あ

っ
た
。
嘗
時
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
、

一
般
的
な
農
家
が
卒

均
で
二
十
畝
か
ら
三
十
畝
程
度
の
土
地
を
耕
作
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

〈

お

)

二
千
戸
の
農
家
が
生
計
を
維
持
で
き
る
贋
さ
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
つ
の
目
安
と
し
て
、
約
三
高
畝
の
土
地
は
約
千
五
百
戸
か
ら
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こ
れ
ら
の
土
地
は
、
民
園
五
年
の
時
黙
に
お
い
て
、
全
睡
で
三
百
三
十
の
地
段
か
ら
な

っ
て
い
た
。
地
段
の
数
は
各
廠
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

お
り
、
第
五
廠
で
は
僅
か
十
六
段
と
少
な
く
、
反
射
に
、
第
八
廠
で
は
百
十
三
段
に
も
な
っ
た
。
そ
の
他
の
廠
で
は
、
そ
の
数
は
二
十
五
か
ら

四
十
五
の
間
に
あ

っ
た
。
土
地
面
積
と
地
段
の
敷
が
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
各
廠
の
一
地
段
あ
た
り
の
土
地
面
積
の
卒
均
に

も
か
な
り
の
遣
い
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
第
八
廠
の
場
合
、
そ
れ
は
僅
か
四
十
一
畝
、
第
七
廠
の
場
合
は
二
百
七
十
畝
で
あ
ア
た
。
因
み
に
、

全
廠
を
通
じ
て
の
一
地
段
あ
た
り
の
土
地
面
積
の
卒
均
は
約
九
十
四
畝
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
第
七
廠
、
第
八
廠
の
土
地
面
積
が
特
に
慶
か
っ
た

の
か
、
ま
た
、
第
八
廠
の
地
段
の
数
が
と
り
わ
け
多
か
ア
た
の
か
と
い

司
た
黙
は
明
ら
か
で
な
い
。
恐
ら
く
、
各
廠
の
設
立
経
緯
を
詳
し
く
知

る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
土
地
蓋
帳
か
ら
だ
け
で
は
そ
う
し
た
貼
は
わ
か
ら
な
い
。
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複
数
の
地
段
、

一
方
、
民
園
五
年
の
時
黙
に
お
い
て
、
客
柴
官
旬
地
の
土
地
を
占
有
し
た
三
陵
妊
丁
の
数
は
二
百
三
十
七
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
に
は
、

ま
た
、
か
な
り
の
面
積
の
土
地
を
占
有
す
る
者
も
い
た
が
、
他
方
、
僅
か
な
面
積
の
土
地
に
劃
し
て
権
利
を
有
す
る
だ
け
の
者
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も
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
黙
は
、
批
丁
の
数
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
宗
族
の
数
は
比
較
的
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
各
廠
の
土
地
の
多
く
は
特
定
の
宗
族
の
批
丁
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
第
一
廠
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
批
丁
の
姓

は
概
ね
陳
姓
と
王
姓
、
そ
し
て
、
第
二
廠
、
第
三
廠
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
胡
姓
と
王
姓
、
陳
姓
と
呉
姓
と
い
っ
た
具
合
で
あ

っ
た
。
第
四

廠
、
第
五
廠
、
第
六
廠
、
第
七
廠
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
陳
姓
、
羅
姓
、
郵
姓
、
閤
姓
が
そ
う
し
た
社
丁
の
姓
で
あ
っ
た
。
第
八
廠
の
み
、

王
、
高
、
楊
、
張
、
呉
と
い
う
五
姓
で
土
地
を
分
け
合
っ
て
い
た
。
以
上
の
黙
は
次
の
こ
と
を
-意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
昭
陵
客
柴
官

旬
地
が
設
け
ら
れ
た
道
光
八
(
一
八
二
八
)
年
の
時
貼
に
お
い
て
は
、

恐
ら
く
、

比
較
的
少
数
の
三
陵
壮
丁
に
劃
し
て
、

各
廠
の
土
地
を
開
墾

耕
種
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
相
績
等
を
通
じ
て
各
批
丁
の
聞
に
細
か
く
分
散
し
て
い
司

た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
廠
の
王
姓
、
第
二
廠
の
胡
姓
、
第
三
廠
の
陳
姓
、
第
五
廠
の
羅
姓
、
王
姓
の
場
合
な
ど
が
そ
の
事
情
を
良
く
示
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
宗
族
で
は
、

し
ば
し
ば
、
輩
行
字
を
同
じ
く
す
る
枇
丁
が
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
面
積
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た

面
積
を
牢
分
に
し
た
よ
う
な
贋
さ
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
第
二
廠
の
胡
姓
の
場
合
、
胡
成
仲
が
上
則
地
三
五
.

二
畝
、
中
則
地
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六
九
.

八
畝
、
下
則
地
一
七
二
.
九
八
畝
、
胡
正
鴻
が
上
則
地
十
七
.

五
畝
、
中
則
地
三
二
.

五
畝
、
下
則
地
八
四
.

一
三
畝
、
胡
正
斌
、
胡

正
澱
が
上
則
地
入
.

七
五
畝
、
中
則
地
二
ハ
.

二
五
敵
、
下
則
地
四
一
.

七
一
畝
、
胡
紹
昌
、
胡
紹
士
口
が
上
則
地
四
.
三
七
畝
、
中
則
地
八
.

一
三
畝
を
有
し
て
い
た
と
い
司
た
具
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
各
廠
の
多
く
の
土
地
の
占
有
権
が
、

世
代
か
ら
世
代
へ
と
、
社
丁
の
聞
で
分
筆
、
相
績
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
三
畝
、
下
則
地
二
ニ
.

民
園
五
年
の
時
貼
に
お
い
て
、
多
く
の
社
丁
は
比
較
的
小
さ
な
面
積
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
部
の
批
丁

が
か
な
り
の
面
積
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
こ
と
も
事
質
で
あ
る
。
民
園
初
頭
、
三
百
畝
以
上
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
壮
丁
の
数
は
十
八
名

に
も
及
ん
だ
。
例
え
ば
、
第
七
廠
の
閤
世
俊
、
閤
世
績
な
ど
は
下
則
地
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
、

一
五
九
三
畝
、

一
四

O
六
畝
も
の
土
地
を

占
有
し
て
い
た
。
康
い
面
積
の
土
地
を
占
有
し
た
こ
れ
ら
壮
丁
は
、
多
く
の
場
合
、

さ
ら
に
そ
の
土
地
を
他
の
農
民
に
出
佃
し
て
い
た
。

つ
ま

り

こ
れ
ら
一
部
の
妊
丁
は
あ
た
か
も
「
地
主
」
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
妊
丁
が
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
に
展
開



つ
ま
り
、
三
陵
壮
丁
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
祉
舎
の
な
か
で
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
想
像
で

き
る
。
そ
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
、
注
目
す
る
存
在
が
張
換
椿
の
兄
、
張
焼
柏
で
あ
っ
た
。

し
た
地
域
社
舎
、

(

2

)

 

張
家
と
昭
陵
客
柴
官
旬
地

張
換
柏
は
三
陵
壮
丁
の
な
か
で
最
も
贋
い
面
積
の
客
柴
官
旬
地
、
貫
に
、
二
千
二
百
十
三
散
も
の
土
地
を
占
有
し
て
い
た
(
表
3
参
照
)
。
、，
、ー

ま
ず
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
展
開
し
て
い
た
地
域
に
お
け
る
、
嘗
時
の
張
家
の
勢
力
の
大
き
さ
を
想
像
で
き
よ
う
。
張
燥
柏
の

占
有
す
る
土
地
は
第
三
廠
の
黒
林
子
附
近
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
面
積
は
約
一
五

O
O畝
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
約
七
二

O
畝
は
以
前
よ

の
数
字
か
ら
、

り
張
換
柏
の
占
有
す
る
土
地
で
あ

っ
た
が
、
残
り
の
約
七
八

O
畝
は
、
元
々
、
張
燥
椿
の
名
義
の
土
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
部
分
の
土
地
蓋
帳
を

見
る
と
、
張
換
椿
の
占
有
し
て
い
た
四
つ
の
地
段
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
た
張
換
椿
と
い
う
名
前
が
消
さ
れ
、
そ
の
上
に
張
換

柏
と
書
い
た
紙
が
糊
附
け
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
辛
亥
革
命
の
際
、
奉
天
同
盟
舎
の
指
導
者
で
あ
っ
た
張
焼
椿
は
張
作
震
の
配
下
に
暗
殺
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
土
地
の
権
利
は
兄
の
張
燥
柏
に
よ
っ
て
相
績
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
張
燥
椿
、
張
換
柏
は
父
の
張
欽
善

か
ら
こ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
を
相
績
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
廠
に
お
い
て
、
張
燥
搭
、
張
喚
柏
が
ほ
ぼ
同
面
積
の
土
地
の
擢
利
を
有
し
て
い
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た
こ
と
か
ら
も
、

そ
う
し
た
相
績
の
事
情
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
重
要
な
黙
は
、
張
燥
柏
が
他
の
三
陵
壮
丁
と
異
な
り
、
第
一
廠
、
第
三
廠
、
第
四
廠
、
第
八
廠
と
複
数
の
廠
に
わ
た
っ
て
土
地
を
占

有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
第
三
廠
の
土
地
と
は
別
に
、
張
燥
柏
は
第
一
廠
、
第
四
廠
、
第
八
廠
に
合
計
し
て
約
七

O
O畝
の
土
地
を

占
有
し
て
い
た
。

」
れ
は
、

他
の
壮
丁
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
廠
に
所
属
し

特
定
の
廠
の
土
地
の
み
を
占
有
し
て
い
た
こ
と
と
封
照
的
で
あ

る
。
衣
に
、

そ
の
占
有
面
積
の
大
き
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
張
家
の
場
合
、
土
地
蓋
帳
に
記
載
さ
れ
た
人
聞
が
張
換
椿
、
張
焼
柏
の
二
人
だ
け

で
あ
っ
た
こ
と
も
、
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
も
、
各
廠
の
土
地
が
特
定
の
宗
族
に
属
し
た
何
人
か
の
壮
丁
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
針

つ
ま
り
、
張
家
が
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
権
利
を
獲
得
し
た
鰹
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照
的
で
あ
る
。
上
記
の
二
黙
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
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表3 張:換柏に綴給されていた昭陵客柴官匂地

|所在地 |面積(単位:畝)I 備 考

第一廠 永安橋 中則 70.0 尽園2年、日商西宮房次郎に押輿。王長輿 |
下則 143.5 か租種。

黒林子 中則 30.0 

第三廠 黒林子 上則 15.0 民園2年、日商西宮房次郎に押輿。韓民雀
中則 30.6 治盛、林允栂、 洪成林、遡時云等が租種。
下則 590.2 

黒林子 下則 33.2 民園2年、日商小寺洋行に押輿。韓民健治

盛、回緒儒等が租種。

黒林子 下則 50.0 民園2年、日商小寺洋行に押輿。韓民越時

云、 回経如が租種。

黒林子 中則 52.0 沓名義人は張燦格。民園2年、日商西宮房

下則 300.97 ヲ大郎に押奥。韓民林允栂、金元道、全仲耀

等が租種。

黒林子 中則 105.0 沓名義人は張燥格。民園2年、日商小寺洋

下則 275.0 行に押輿。韓民洪成林が租種。

黒林子 下則 30.0 奮名義人は張燥格。民園2年、日商西宮房

次郎に押輿。

黒林子 下則 25.0 奮名義人は張;換格。民園2年、日商西宮房

次郎に押輿。

第四廠 破宣子 下則 220.0 
寅際の面積

破宣子 中則 100.0 韓民洪成麟等租 804.3畝
下則 125.0 

第八廠 沙 吃子 下則 18.0 民園2年、日商小寺洋行に押輿。

合計 2，213.47(畝〉

1. 第四廠の賓際の面積で計算すると、上記の合計は2，572.77畝となる。
2. 民園4年、外園人への土地盗賓という理由により、上記の張煉柏名義の全ての土地

は官により接枚された。

「奉天官地清丈局 丈放三陵客柴官旬地畝加及丈放章程布告 民園五年十月」より作成
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緯
は
、
他
の
三
陵
壮
丁
の
場
合
と
は
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
三
陵
倉
官
で
あ
っ
た
張
欽
善
、
あ
る
い
は
、

そ
の
父
粗
が
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
こ
れ
ら
の
土
地
の
権
利
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
十
世
紀
初

頭
、
贋
大
な
面
積
の
昭
陵
客
柴
官
旬
地
を
占
有
し
て
い
た
張
家
が
単
な
る
昭
陵
社
丁
の
家
系
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
壮
丁
の
上
に
立
つ

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
黙
は
、
こ
の
客
柴
官
旬
地
が
日
本
人
に
「
押
輿
」
さ
れ
た
、
そ
の
事
情
を
見
て
み
る
と
よ
り
明
ら

ミ
こ
£
る
。

カ
t
e
J
Z、

(
3〉

昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
日
本
人
へ
の
「
押
輿
」

昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
多
く
の
土
地
が
日
本
人
に
「
押
興
」
と
い
う
形
で
買
却
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
張
作
一
森
政
権
が
こ
の
土
地
の
整
理
を
急

い
だ
こ
と
は
、
既
に
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
押
興
」
と
は
一
種
の
「
質
入
れ
」
に
似
た
慣
習
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
土
地
を
捲
保
に
入
れ

(

鈍

)

て
金
銭
を
借
り
る
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
質
質
的
に
土
地
を
貰
却
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
寅
際
、
土
地
蓋
帳
を
見
る
と
、
か
な
り
の

面
積
の
土
地
が
日
本
人
に
押
輿
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
第
一
廠
の
場
合
な
ど
、
そ
の
多
く
の
地
段
が
日
本
人
に
押
興
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
土
地
蓋
帳
の
上
部
の
欄
外
に
は
「
未
放
」
と
注
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
土
地
の
外
園
人
へ
の
押
興
、
つ
ま
り
、
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「
盗
貰
」
が
摘
瑳
さ
れ
、
土
地
の
排
い
下
げ
が
行
わ
れ
な
か
司
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
方
、
土
地
盗
買
の
事
買
も
な
く
、
土
地
の
排
い
下
げ

が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
欄
外
に
「
己
放
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
但
し
、

た
の
は
、
第
一
廠
か
ら
第
三
廠
ま
で
で
あ
り
、
他
廠
の
蓋
帳
に
そ
う
し
た
書
き
込
み
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
園
五
年
の
時
期
に
お
い
て
、

こ
う
し
た

「
未
放
」
、

「
己
放
」
と
い
っ
た
注
記
が
行
わ
れ
て
い

全
睡
で
ど
の
程
度
の
面
積
の
土
地
の
梯
い
下
げ
が
完
了
し
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
客
柴
官
旬
地
が
誰
に
押
興
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
貼
で
あ
る
。
史
料
に
あ
る
、
土
地
の
押
輿
を
受
け
た
日
本
人

と
は
具
瞳
的
に
は
小
寺
洋
行
と
西
官
房
次
郎
で
あ
っ
た
。
小
寺
洋
行
の
営
業
主
は
小
寺
荘
吉
と
い
う
人
物
で
あ
り
、
嘗
時
、
管
口
で
豆
油
粕
製

(

お

〉

か
れ
の
本
籍
は
神
戸
市
中
山
手
通
に
あ
っ
た
。
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遣
と
貿
易
業
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

一方、

西
官
房
次
郎
は
奉
天
で
西
宮
農
場



498 

表4 張:換柏の関奥により小寺洋行、西宮房次郎に押5具された土地

|名義人 |所在地 |面積(車位:畝)I 重酬権獲の手得を経て
を した者

第一廠 王慶歪
黒永 林安 子橋 上中則 78.75 劉園年

員Ij 8.5 
王漏升 永 安橋

上下中則則則
20.0 劉永年
12.5 
6.7 

王慶海 永安橋 上則 20.0 劉 永年

下中則 12.5 
員IJ 11. 7 

，馬 林永安橋 上則 15.0 |劉 永年
中則 1.5 

馬徳 永安橋 上則 25.0 劉 永年
馬永玉三 中則 28.0 
馬俊陽 黒林子 上則 25.0 劉 永年

第二廠 王永 庫 黒林子 下則 55.0 劉 園年

王永才 黒 林子 中員IJ 90.0 |劉高園年昌より さらに 「賦」
室 、全仲耀へ

王永直 黒 林子 上則 5.0 同じく「韓民」張洛三へ
下則 5.0 

王長 貴 黒 林子 中則 212.0 「韓民」金元道、鄭向希、金
下則 207.0 再彦

王永智 黒 林子 上則 130.0 
向「希韓民、装」徳全俊仲、耀張、寓金設元、張道、洛鄭三中則 215.0 

下則 52.0 

第三廠 陳永福 洪家林 肇
克額 黒子

中則 20.0* 「韓民」趨信鴻

胡紹升 黒林子 下則 150.0 「韓民」張洛三、 張高妥
紹恩

王永太 黒林子 下則 45.0 「韓民」 金秋煉

英志遠 黒 林子
上中下則則則

10.0 「韓民」僅治盛、金元道
55.0 
35.0 

英之元 黒林子 上則 5.0 「韓民」洪成林

奥之願 黒林子 下則 135.0 「韓民」雀治盛、洪成林

英之穎 黒 林子
下中則則

25.5 「韓民」洪成林
5.0 

呉緒昌 黒 林子 下則 55.0 「韓民」全仲耀

第四廠 央貴昌 破 笠子 下則 25.0 「韓民」洪成麟

奥松苓 破盤子 下中則 100.。 「韓民」洪成麟等
員IJ 67.4 

英之馨 破宣子 下則 28.0 1"韓民」 洪成麟

合計 1，997.05 

1. 張燦柏に設給されていた土地は除く。

2. 上記の土地は*印(西宮房次郎に押興された土地〉を除き、全て小寺洋行に押輿さ

れた。

「奉天官地清丈局丈放三陵客柴官旬地畝崩及丈放章程布告 民園五年十月」より作成
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を
有
し
、
農
業
、
牧
畜
、
園
事
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
。

(

お

)

か
れ
の
本
籍
は
東
京
市
芝
匿
に
あ
っ
た
。
小
寺
、
西
宮
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
り
、

ど
の
よ
う
に
、

か
れ
ら
が
客
柴
官
旬
地
と
特
別
な
関
係
を
有
す
る
き
っ
か
け
を
得
た
の
か
、
そ
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
小

寺
、
西
宮
は
い
わ
ゆ
る
嘗
時
の
「
在
満
日
本
人
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
民
園
初
頭
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
か
な
り
の
面
積
の
土
地
は
こ
の
小
寺

と
西
宮
と
い
う
二
人
の
人
物
に
よ
っ
て
、
事
責
上
、
購
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
寺
、
西
宮
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
家
が
張
家
で
あ
っ
た
。
張
換
柏
の
占
有
し
て
い
た
各
土
地
の
蓋
帳
の
上
部
欄
外
を
見
る
と
、
そ
こ

に
は
全
て
、
土
地
盗
買
の
件
に
よ
り
、
民
園
四
年
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
官
に
よ
り
接
牧
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
寅
際
、
表
3
が
示
す

よ
う
に
、
民
園
二
年
、
張
燥
柏
の
占
有
し
て
い
た
土
地
の
う
ち
、

い
た
。
但
し
、
第
四
廠
の
四
四
五
畝
に
つ
い
て
の
注
記
は
な
い
。
小
寺
洋
行
、

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
佃
戸
は
劉
永
年
、
劉
園
年
、
ま
た
、
洪
成
林
、
越
時
云
、

一
、
二
八
七
畝
は
西
官
房
次
郎
に
、
四
八
一
畝
は
小
寺
洋
行
に
押
興
さ
れ
て

西
官
房
次
郎
に
押
輿
さ
れ
た
土
地
は
さ
ら
に
他
の
農
民
に
出
佃

田
緒
儒
、
林
允
栂
と
い
っ
た
多
く
の
「
韓
民
」
で
あ
っ
た
。
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他
方
、
張
燥
柏
は
自
ら
の
土
地
を
小
寺
洋
行
、
西
宮
房
次
郎
に
押
興
し
た
だ
け
で
な
く
、
他
の
三
陵
批
丁
が
そ
の
占
有
す
る
土
地
を
小
寺
、

西
宮
に
押
興
す
る
こ
と
に
も
深
く
閥
興
し
て
い
た
。
表
4
は
、
土
地
蓋
帳
の
欄
外
の
書
き
込
み
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
に
糊
附
け
さ
れ
た
紙
片
に

記
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
明
ら
か
に
張
燥
柏
の
閥
輿
に
よ
り
、
三
陵
推
丁
か
ら
小
寺
洋
行
、
西
官
房
次
郎
に
押
興
さ
れ
て
い
た
土
地
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
土
地
は
第
一
廠
か
ら
第
四
廠
ま
で
に
集
中
し
て
お
り
、
合
計
し
た
面
積
は
約
二
千
畝
程
に
も
な
っ
た
。
土
地
を
小
寺
、

西
宮
に
押
興
し
た
壮
丁
は
第
一
廠
の
王
姓
、
馬
姓
、
第
二
廠
の
主
姓
、
第
三
・
四
廠
の
呉
姓
等
が
中
心
で
あ
司
た
。
張
燥
柏
自
身
の
占
有
し
た

西
官
房
衣
郎
に
押
輿
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
張
燥
柏
の
仲
介
に
よ
り
、
劉
園
年
、

土
地
の
場
合
と
同
様
、

」
れ
ら
の
土
地
も
小
寺
洋
行
、

劉
永

年
、
あ
る
い
は
、

「
韓
民
」
で
あ
る
洪
成
林
、
全
仲
耀
、
金
元
道
、
張
洛
三
等
に
出
佃
さ
れ
て
い
た
。
劉
園
年
、
劉
永
年
、
あ
る
い
は
、

ら
「
韓
民
」
佃
戸
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
客
柴
官
旬
地
を
租
種
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
か
れ
ら
と
張
家
、
さ
ら
に
、
西
宮
、
小
寺
が

こ
れ
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如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
張
換
格
、
あ
る
い
は
、
張
家
と
一
部
の
日
本
人
と
の
深
い
閥
係
は
、
奉
天
に
お
け
る
辛
亥

そ
う
し
た
関
係
の
な
か
で
張
家
と
西
宮
、
小
寺
と
の
関
わ
り
も
生
ま
れ
て

一
つ
の
焦
黙
と
な
る
問
題
で
あ
る
が
、

革
命
史
の
研
究
の
な
か
で
、
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(
向
山
)

き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
貼
は
な
お
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
日
本
人
が
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
土
地
を
購
入
し
、

さ
ら
に
、

「韓
民
」
が
そ

の
土
地
を
佃
戸
と
し
て
耕
作
し
て
い
た
と
な
る
と
、
こ
れ
は
張
作
震
政
権
に
と
っ
て
は
厄
介
な
事
柄
で
あ
っ
た
。
土
地
を
め
ぐ
る
問
題
が
す
ぐ

さ
ま
外
交
交
渉
に
進
展
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
面
倒
な
日
本
と
の
交
渉
を
張
作
粟
政
権
は
避
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
諜

想
を
も
と
に
、
張
燥
相
等
が
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
土
地
を
小
寺
、

西
宮
に
押
興
し
、
金
銭
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が、

十
分
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

本
節
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
清
末
期
、
三
陵
に
所
属
し
た
漢
軍
鑑
賞
旗
人
、
張
家
は
か
な
り
の
面
積
の
昭
陵
客
柴
官
旬

地
を
自
ら
の
占
有
の
も
と
に
置
き
、
他
の
一
一
一
陵
批
丁
に
も
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
有
力
な
存
在
で
あ
っ
た
。
民
園
五
年
の
排
い
下
げ
の
際
、

土
地
の

「
盗
買
」
と
い
う
事
貫
が
摘
設
さ
れ
た
た
め
に
、
張
家
は
自
己
の
占
有
し
た
客
柴
官
旬
地
の
携
い
下
げ
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
史
料
は
、
こ
う
し
た
特
別
の
事
情
が
無
け
れ
ば
、
民
園
初
頭
の
携
い
下
げ
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
そ
の
ま
ま
張
換
椿
、

張
換
柏
の
所
有
に
蹄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
が
先
に
掲
げ
た
懐
説
、

つ
ま
り
、
奉
天
屈
指
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の
地
主
と
言
わ
れ
た
張
家
の
所
有
し
た
土
地
は
か
つ
て
は
三
陵
に
所
属
し
た
土
地
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
貼
を
裏
附
け
て
い
る
。
昭
陵
客
柴

官
旬
地
の
排
い
下
げ
を
め
ぐ
る
問
題
が
一
つ
の
例
外
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
三
陵
附
属
地
等
に
つ
い
て
は
、
張
家
が
有
力

な
三
陵
所
属
の
官
員
と
い
う
立
場
を
利
用
し
、
そ
の
ま
ま
、
土
地
の
排
い
下
げ
を
受
け
、
そ
の
地
主
と
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
奉
天

の
大
地
主
と
言
わ
れ
た
張
家
の
土
地
所
有
の
歴
史
は
、
買
は
そ
の
奮
官
地
の
支
配
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
官
地
の
解
瞳
過
程
の
な

か
で
、
そ
の
土
地
に
射
し
て
そ
れ
ま
で
潜
在
的
な
擢
利
を
有
し
た
有
力
者
が
そ
の
所
有
者
、

つ
ま
り
、
新
た
な
地
主
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
、

清
末

・
民
園
期
に
お
け
る
奉
天
省
批
舎
内
部
の
動
き
を
、
こ
こ
に
讃
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五

結
び
に
代
え
て

清
末
以
降
、
奉
天
の
地
方
有
力
者
が
如
何
に
奮
官
地
の
梯
い
下
げ
を
大
規
模
に
受
け
て
い
ア
た
か
と
い
う
こ
と
を
具
瞳
的
に
示
す
記
録
を
、



楢
案
史
料
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
有
力
者
の
私
的
財
産
の
内
容
を
明
示
す
る
よ
う
な
記
録
が
、
楼
案
史
料
と
し
て
残
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
有
力
者
が
贋
い
面
積
の
奮
官
地
を
承
領
し
た
場
合
、
圏
瞳
名
や
偶
名
を
使
っ
た
巧
妙
な

(お〉

方
法
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
土
地
排
い
下
げ
の
賓
態
は
臆
さ
れ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
十
分
推
測
で
き
る
。
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
掛
い

下
げ
の
場
合
も
、
も
し
、
こ
こ
に
特
別
な
問
題
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
、

こ
の
土
地
の
権
利
関
係
を
示
す
蓋
帳
も
残
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が

強
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
昭
陵
客
柴
官
旬
地
の
排
い
下
げ
は
、

日
本
人
へ
の
土
地
盗
買
と
い
う
問
題
が
表
面
化
し
た

件
」
の
記
録
と
し
て
、

た
め
に
、
奉
天
省
政
府
の
深
く
開
興
す
る
事
柄
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
、
こ
の
土
地
の
排
い
下
げ
の
貧
情
を
示
す
土
地
蓋
帳
が
、

一
つ
の
「
事

『
奉
天
省
公
署
櫨
案
』
の
な
か
に
蔑
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
幸
運
に
も
、
そ
の
な
か
に
、
我
々
は
張
焼
椿
、
張
燥
柏

意
味
で
、

「
奉
天
官
地
清
丈
局

と
い
っ
た
名
前
を
見
い
だ
し
、
奉
天
屈
指
の
大
地
主
と
言
わ
れ
た
張
家
の
奮
官
地
支
配
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
加
及
丈
放
-章
一
程
布
告
」
と
い
う
史
料
は
、
貴
重
な
債
値
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ

う
。
筆
者
は
今
後
も
『
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
槍
案
』
『
奉
天
省
公
署
槍
案
』
等
の
な
か
に
蔑
さ
れ
た
土
地
関
係
史
料
を
分
析
し
、
清
末
・
民

園
期
の
奉
天
省
に
お
け
る
官
地
の
解
瞳
、
そ
の
後
の
地
主
制
の
再
編
の
寅
態
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
よ
り
掘
り

下
げ
た
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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註〈

1
)

梁
方
仲
編
者
『
中
園
歴
代
戸
口
、
田
地
、
回
賦
総
計
』

出
版
社
、
一
九
八
O
年
)
三
八
四
|
八
五
頁
。

(
2
〉
張
作
祭
政
権
時
代
の
官
地
の
丈
放
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
辛
亥
革
命

後
、
沓
奉
天
省
に
お
け
る
官
地
の
梯
い
下
げ
に
つ
い
て
」
『
一
橋
論

叢
』
第
九
八
各
第
六
鋭
、
一
九
八
七
年
を
参
照
。

(

3

)

清
未
以
降
の
奉
天
省
に
お
け
る
在
地
勢
力
の
政
治
的
撞
頭
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
奉
天
地
方
官
僚
集
圏
の
形
成
」
『
一
橋
大
皐
研
究
年
報

〈
上
海
人
民
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経
済
摩
研
究
』
一
ニ
一
一
九
九
O
年
を
参
照
。

(
4
〉
清
末
に
お
け
る
官
荘
の
梯
い
下
げ
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
清
末

の
時
期
、
東
三
省
南
部
に
お
け
る
官
地
の
丈
放
の
位
曾
経
済
史
的
意

味
」
『
社
曾
経
済
史
皐
』
第
四
九
巻
第
四
続
、
一
九
八
三
年
を
参
照
。

(
5
〉
拙
稿
「
奮
錦
州
官
妊
の
荘
頭
と
永
佃
戸
」
『
祉
曾
経
済
史
皐
』
第
五

四
谷
第
六
鋭
、
一
九
八
九
年
。

(

6

)

筆
者
は
す
で
に
張
家
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
な
小
さ
な
論
文
を
ま
と
め



径
一
(
民
園
二
十
四
年
)
』

〔
遼
寧
省
園

た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
欝
奉
天
省
撫
順
の
有
力
者
張
家
に
つ
い
て
」

『
一
橋
論
叢
』
第
一

O
二
各
第
六
鋭
、
一
九
八
八
年
。

(

7

)

秦
誠
至
「
辛
亥
革
命
輿
張
熔
」
〔
中
園
人
民
政
治
協
商
舎
議
全
園
委

員
食
文
史
資
料
研
究
委
員
舎
縞
『
辛
亥
革
命
回
憶
録
第
五
集
』
(
文

史
資
料
出
版
社
、
一
九
八
一
年
)
所
牧
〕
五
九
二
頁
。

(
8
〉
責
季
陸
主
編
『
革
命
人
物
誌
第
四
集
』
(
中
央
文
物
供
熔
社
、
中

華
民
園
五
九
年
)
四
一

O
頁。

〈9
)

前
掲
「
辛
亥
革
命
輿
張
格
」
五
九
三
|
九
四
頁
。

(

m

)

向
、
五
九
四
|
九
五
頁
。

(
江
〉
問
、
五
九
五
|
九
七
頁
。

〈
ロ
)
問
、
五
九
八
|
六

O
四
頁
。
「
張
作
森
報
告
撃
殺
張
格
等
人
呈
」

『
歴
史
楢
案
』
一
九
八
一
年
第
四
期
、
二
二
|
二
三
頁
。
な
お
、
奉
天

に
お
け
る
辛
亥
革
命
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
李
時
岳
「
辛
亥
革

命
時
期
、
東
三
省
革
命
輿
反
革
命
闘
争
」
『
歴
史
研
究
』
一
九
五
九
年

第
六
期
、
西
村
成
雄
「
束
三
省
に
お
け
る
辛
亥
革
命
」
『
歴
史
皐
研

究
』
第
三
八
五
説
、
一
九
七

O
年
、
越
中
字
「
辛
亥
革
命
前
後
的
東
三

省
」
『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
』
第
十
一
期
、
民
図
七
十

一
年
、
前
掲
の
拙
稿
「
奉
天
地
方
官
僚
集
園
の
形
成
」
等
を
参
照。

(
日
)
前
掲
「
辛
亥
革
命
輿
張
格
」
五
九
二
頁
。

(

U

)

岡
、
五
九
二
1

九
三
頁
。

(
日
)
問
、
五
九
三
頁
。
王
樹
楠
等
纂
『
奉
天
通
士
山
』
巻
一
五
五

「
選
彦
二

翠
人
清
」
八

O
頁
〔
洋
袋
本
『
奉
天
逼
士
山
』
(
藩
陽
古
奮
書
庖
、
一

九
八
三
年
)
第
四
所
、
三
六
二
四
頁
〕
、
『
撫
順
豚
志
略
(
宣
統
三
年

七
月
)
』
二
一

a
頁。

ハザ
凶
)
前
掲
『
撫
順
勝
志
略
』
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(
げ
)
友
金
鎧
『
傭
虚
経
過
自
述

書
館
所
蔵
〕
十
五
a
頁
。

(
凶
)
沈
雲
龍
主
編
『
近
代
中
園
資
料
叢
刊
績
編
第
三
十
七
輯
日
本
陸
軍

士
官
同学
校
中
華
民
園
留
厚
生
名
簿
』
(
文
海
出
版
社
、
中
華
民
圏
六
十

六
年
)
四
八
頁
。

(
四
〉
園
田
一
亀
『
奉
天
振
の
新
人
と
奮
人
』
(
奉
天
新
聞
社
、
大
正
十
二

年
〉
一

O
O
l
一
O
二
頁
。

(
加
〉
愛
毅
究
羅

・
薄
儀
(小
野
忍
、
野
原
四
郎
等
謬
)
『
わ
が
牢
生
〔
下
〕
』

(
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
)
、
ご
二
、
一
五
六
頁
。

(
幻
〉
南
浦
洲
銭
道
株
式
舎
祉
経
済
調
査
禽
編
(
天
野
元
之
助
筆
)
「
東
三

省
官
憲
有
力
者
の
土
地
所
有
朕
況
(
昭
和
三
年
三
月
調
)
」
『
満
洲
経

済
の
妥
達
』
(
南
浦
洲
鍬
道
株
式
禽
位
、
昭
和
七
年
)
四
一
頁
。

(
幻
)
南
浦
洲
鍛
道
株
式
禽
社
編
纂
(
天
海
謙
三
郎
筆
〉
『
満
洲
醤
慣
調
査

報
告
書
前
編
ノ
内
皇
産
』

(
南
浦
洲
鍛
道
株
式
含
社
、
大
正
三
年
)

二
三
六
四
三
一
貝
、
二
六
七
l
六
九
頁
。

(
お
〉
沓
記
整
理
庭
に
つ
い
て
は
、

調
理
ロ
光
長

「
沓
園
立
奉
天
園
書
館
の
楢

案
始
末
記
」
『
岩
井
博
士
古
稀
記
念
典
籍
論
集
』
(
開
明
堂
、
昭
和
一
一
一

十
八
年
)
七
八
一
1

七
九
二
頁
を
参
照
。

(
出
)
王
、氷
江
、
王
廼
斌
、
王
鏡
笈
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
前
掲

『奉
天
波
の
新
人
と
替
人
』

一
七
1

一
二
ハ
、
五
九
|
六
五
、
一
二
九
|

一
三
二
頁
を
参
照
。
ま
た
、
奉
天
全
省
官
地
清
丈
局
に
つ
い
て
は
、
前

掲
の
拙
稿
「
辛
亥
革
命
後
、
奮
奉
天
省
に
お
け
る
官
地
の
排
い
下
げ
に

つ
い
て
」
を
参
照。

(
お
)
遼
寧
省
槍
案
館
所
蔵
の
『
奉
天
全
省
官
地
滑
丈
局
指
案
』
『
奉
天
省

公
署
捲
案
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
遼
寧
省
楢
案
館
で
の
土
地
関
係
史
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「
政
経
表
」

十
二
b
頁。



料
調
査
に
つ
い
て
」
『
満
族
史
研
究
遁
信
』
第
二
銃

一
一
一
一
|
一
七
頁
を
参
照
。

(
お
)
前
掲
『
満
洲
沓
慣
調
査
報
告
書
前
編
ノ
内
皇
産
』
一
一
一
一
六
頁
。

(
幻
)
向
、
ニ
二
八

l
二
九
、
二
三

O
l一一一一一一頁。

(
m
A
)

遼
寧
省
楢
案
館
所
綴
『
奉
天
省
公
署
楢
案
』
文
書
番
続
三
二
七
六
五

「
奉
天
官
地
清
丈
局
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
肪
及
丈
放
章
程
布
告

民
園
五
年
十
月
」
。

(
却
)
前
掲
『
満
洲
沓
慣
調
査
報
告
書
前
編
ノ
内
皇
産
』
二
四
七
|
五
一
一

頁。

(
却
〉
前
掲
「
奉
天
官
地
清
丈
局
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
崩
及
丈
放
草

程
布
告
」
の
う
ち
、

「丈
放
章
程
布
告
」。

(
況
)
他
の
官
地
の
梯
い
下
げ
の
場
合
も
地
債
は
大
鐙
三
元
か
ら
八
元
程
度

に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
拙
稿

「
辛
亥
革
命
後
、
替
奉
天
省
に
お
け

る
官
地
の
排
い
下
げ
に
つ
い
て
」
を
参
照
。
例
え
ば
、
一
つ
の
目
安
と

し
て
、
清
末
時
の
錦
州
官
荘
梯
い
下
げ
の
際
の
地
債
は
、
蛍
時
の
寅
勢

地
債
の
約
二
十
パ

ー
セ
ン
ト
程
度
の
水
準
で
あ
っ
た
。
前
掲
の
拙
稿

「
清
末
の
時
期
、
東
三
省
南
部
に
お
け
る
官
地
の
丈
放
の
社
曾
経
済
史

的
意
味
」
を
参
照
。

(
包
〉
前
掲
「
奉
天
官
地
清
丈
局
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
加
及
丈
放
章

程
布
告
」
の
う
ち
、
「
丈
放
三
陵
客
柴
官
旬
地
畝
筋
」
。

(
お
〉
奉
天
農
事
試
験
場
『
奉
天
全
省
農
業
調
査
書
第
一
期
』
(
奉
天
、

一
九

O
九
年
)
第
五
編
、
第
三
章
「
土
地
各
類
之
面
積
」
四
六
b
|
四

七
a
頁。

(
剖
)
「
押
輿
」
に
つ
い
て
は
、
南
浦
洲
銭
道
株
式
品
聞
社
編
纂
(
宮
内
季
子

一
九
九
二
年
、

503 

筆
)
『
満
洲
奮
慣
調
査
報
告
書
後
編
第
二
各

鍛
道
株
式
曾
社
、
大
正
三
年
)
を
参
照
。

(
出
)
「
在
留
日
本
人
在
奉
天
帝
図
領
事
館
管
内
」
『
第
二
回

鍍
』
(
東
亜
同
文
舎
調
査
編
纂
部
、
大
正
六
年
)
四
五
頁
。

(
お
〉
問
、
四
一

一貝。

(
幻
)
張
燥
相
と
同
様
、
張
娩
柏
の
第
四
子
張
図
純
も
昭
和
四
年
よ
り
一
一
年

閥
、
日
本
の
陸
軍
士
官
皐
校
に
留
撃
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
熱
か
ら
も

張
家
が
日
本
と
深
い
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
前
掲
『
日
本
陸
軍
士
宮
皐
校
中
華
民
園
留
皐
生
名
簿
』

一
一
五
頁。

(
お
〉
例
え
ば
、
裕
王
府
の
土
地
が
携
い
下
げ
ら
れ
た
際
、
場
所
は
特
定
で

き
な
い
も
の
の
、
そ
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
客
柴
官
山
地
の
約
四
千
畝

は
「
想
龍
山
公
舎
」
と
い
う
園
陸
に
梯
い
下
げ
ら
れ
て
い
た
(
遼
寧
省

楢
案
館
所
磁
『
八
旗
地
畝
加
』
文
書
番
抗
一
四
五
)
。
園
鶴
へ
の
排
い

下
げ
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
土
地
が
質
質
的
に
誰
の

所
有
に
院
し
た
の
か
と
い
っ
た
黙
を
採
る
こ
と
は
、
困
難
で
は
あ
る

が
、
興
味
あ
る
課
題
で
あ
る
。

押
ノ
慣
習
』

(
南
浦
洲

支
那
年

-127ー

〔
附
記
〕
筆
者
は
卒
成
三
年
|
五
年
度
の
文
部
省
科
響
研
究
費
補
助
金
(
園

際
皐
術
研
究
)

「
清
朝
の
園
家
形
成
期
を
め
ぐ
る
諸
史
料
の
総
合
的

研
究
」
に
よ
り
、
遼
寧
省
指
案
館
に
お
い
て
史
料
調
査
を
行
う
機
禽

を
得
、
本
史
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。



advocating the surrender of the Ryukyu Islands, and from ａ proposal for the

annexation of Korea to China to a proposal for the CO-protectionof Korea

by China and Japan.　Despite this evolution of policies,however, Li

Shuchang's adviser, Yao Wendong 姚文棟, continued to insist on the

restorationof the Ryukyu Kingdom.

　

THE DISPOSAL OF PUBLIC LAND IN FENGTIAN 奉天

　　　　　　　　

AFTER THE 1911 REVOLUTION

―The Case of Zhaoling Yaochai Guandiandi 昭陵審柴官旬地－

Enatsu Yoshiki

　　

Much of Fengtian was classified as public land during the Qing period,

and private civilians were prohibited from owing it.　At the end of the

Qing period, the Fengtian provincial government made ａ full-scale land

survey and sold vast areas of public land to private civilians. The task of

the disposal of public land was taken over by the Fengtian provincial

government during the Republic, and was later carried out by the govern-

ment of Zhang Zuolin 張作霖.Ａ vast area of public land was controlled

by ａ considerable number of Han Bannerman (Hanjun Qiren 漢軍旗人），

who functioned as pseudo-landlords in the Qing period. When the public

land was disposed of, these Han Bannermen　were usually given first

priority to purchase the land they had managed.

　　

This study examines the case　of the Zhang family, the hereditary

commanders of the Han Borderd Yellow Bannnermen guards (Hanjun

Xianghuang Qiren 漢軍嬢黄旗人）.　The Zhang family had extensive

landholdings in the Fushun 撫順, Hailong海龍, and Xifeng西豊areas

during the Republican period.　A large part of the land had originally been

considered part of the Manchu's ｓp函tual ho°eland, and had been appended

to the Ｑ弛ｇ Ｅ°perors' tombs (Sanling三陵), which sons of the Zhang

ｈ°ily had °・naged for generations.　It is highly probable that by taking

８ｄ゛ant昭ｅof their status as powerful officials of the Ｓａ㎡柚ｇ，members of

the Zhang fan!ily ゛ere able to purchase or simply to occupy much
of the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－



land formerly belonging to the Sanling at the time of the disposal of

public land｡

　　　

In this paper, l alsoｅχamine the Zhaoling Yaochai Guandiandi area

attached to the Sanling, and confirm that the Zhang family did,in fact,

controlａlarge part of Sanling land at the end of the Qing period, and that

it continued to do so even after the １９ｎRevolution. ０ｎthe basis of the

historicalevidence that Zhang family lands were, in fact,sold to Japanese

purchasers. However, this study also makes it clear that the government

of Zhang Zuolin did not recognize privateownership of Zhang family land.

　

THE ROLE OF DUTCH COLONIAL RULE IN

THE TRANSFORMATION OF Ａ TRADITIONAL

　　　　　　

AGRICULTURAL CALENDAR

―The Case of Priangan, West Java in the 182O's一一

Ohashi Atsuko

　　

This essay examines the change in the traditional agricultural calendar

effected by Dutch rule over Priangan colonial society｡

　　

At the time that Priangan society came under the Dutch East India

Ｃｏｍｐａｎy(ＶＯＣ)'srule in 1677, it subsisted on the slash-and-burn method

of cultivation. The voc introduced the cultivation of coffee in the early-

eighteenth century, and Priangan soon became ａ profitable coffee-producing

colony for the VOC. However, in the initial period the voc government

in Batavia could eχercise no control over the production process, in which

coffee was cultivated in the same way as traditional pepper cultivation｡

　　

In the course of the eighteenth century, the voc was gradually able

to gain control over the coffee-production process by making use of irrigated

wet-rice fields established by native chiefs using voc funds.　Coffee

cultivations was promoted among the people in exchange for the use of

fields or irrigation facilities such as canals, which　allowed far greater

production stability and higher crop yields than was possible using the

traditional slash-and-burn method.

- ５－


